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専門分科会の設置について

●目的

 これまでの委員会において、芦屋港のレジャー港化の推進については物流機

能をなくした完全レジャー港化を目指すこと、および段階的に整備することに

ついて合意形成が図られ、ゾーニングの方向性を示したところです。

 すぐに着手できる機能もしくは着手が必要な機能として、「直売所」「レスト

ラン」「釣り施設」等が考えられます。

 そのため、それぞれの機能の詳細について専門的かつ早急に検討する専門分

科会を設置するものです。

 その他重要とされている通年型や屋内型の複合的な施設や、空間利用やソフ

ト展開などについても重要であると考えますが、これらにつきましては、推進

委員会にて引き続き検討していきたいと考えております。


